
 

 

 

 

 

 

 

 

給水装置工事の手引き 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紀宝町役場 環境衛生課 

 



1 

 

目  次 

 

 

１ 給水装置の定義 

 

２ 工事の申込み 

 

３ 申込みの時期 

 

４ 申込手数料の支払い 

 

５ 道路等の占用許可 

 

６ 提出書類 

 

７ 申込書等の記入要領 

  ◇給水装置工事申込書 

  ◇給水装置工事設計審査申請書 

  ◇給水装置工事使用材料表 

  ◇給水装置工事着工届 

  ◇水道使用開始届 

  ◇給水装置工事竣工検査申請書 

  ◇各種承諾書等 

  ◇その他申込書類 

 

８ 図面作成の留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

１ 給水装置の定義 

１- １ 給水装置とは 

水道本管の分岐部から蛇口までの水道施設〔給水管、止水栓、メーターボックスな

ど（メーターは町の所有物です）〕は建物等の所有者が設置したもので、建物等の所有

者の財産です。水道施設の新設、改造、修繕、撤去、維持管理は、建物等の所有者が

行っていただくことになっています。 

 

 

 

 

 

 

＜給水装置の修繕工事＞ 

 給水装置とは、町の配水本管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水

用具（蛇口等）のことをいいます（紀宝町水道事業給水条例第３条）。給水装置（メー

ターは町の所有物です）は道路部を含めてお客様の財産であり、修繕などの際にかかる

費用は、お客様の負担となります。 

 しかし、貴重な水を無駄にしないため及び二次被害（道路陥没等の通行への支障など）

を回避するために、町が行う修繕範囲を設定しています。 

 

＜町が行う修繕範囲＞ 

 配水本管分岐部からメーターまでの自然漏水については、原則町で修繕を行います。

なお、町が行う修繕は漏水等した箇所のみで、町修繕範囲内の給水装置を全て新しい 

物に取り替えるものではありません。 

水道利用者の財産 

自然漏水時に町が応急修繕を行う部分 
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＜給水装置の新設等について＞ 

 住宅の新築、建替、解体などで、給水装置の新設、改造、撤去（仮設を含む）やメー 

ターを移設する場合は、町への申込みが必要です。必ず紀宝町指定給水装置工事事業者 

に委任し、申込みをしたうえで工事をしていただきますようお願いします。 

 

＜修繕工事を行った際の宅地内の復旧＞ 

 宅地内の復旧については、モルタルやアスファルトなど簡易補修（範囲は必要最低限） 

とする。 

 また、修繕工事により植栽などに影響が生じても、町は責任を負いかねますのでご了 

承ください。 

 

＜町の修繕範囲に関する例外について＞ 

 町の修繕範囲内での漏水等であっても、次のような場合は、修繕工事を行えないこと 

があります。その際は、お客様から紀宝町指定給水装置工事事業者に修繕工事の依頼を 

お願いします。 

１. 障害物（庭石、植木、門扉など）があることにより、修繕工事が困難と判断される

とき。 

２. 特殊な機器の使用が必要となる修繕工事。 

３. 特殊な復旧に費用を要する修繕工事。 

４. 給水装置使用者や工事事業者等が工事中に破損させたもの。 

５. 老朽化等により、漏水が数回発生している給水管など、部分的な修繕で改善できな

いもの。 

６. 建物内（水道メーターより建物側）にある給水装置。 

７. その他、町職員にて修繕工事が不可能と判断されたとき。 

 

 

紀宝町水道事業指定給水装置工事事業者規程（抜粋） 

（定義） 

第２条５ 給水装置 需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して

設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 

 

◇配水管  配水池または配水ポンプを起点として、配水するために布設した管。 

◇給水管  需要者への給水目的で、配水管から分岐して布設した管。 

◇給水用具 給水管と直結して有圧のまま給水できる用具で、分水栓、止水栓、水道メ

ーター、給水栓、水抜栓等である。 
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１－２ 給水装置の構造及び材質 

 

 水道法施行令（抜粋） 

 （給水装置の構造及び材質の基準） 

 第６条 

 １ 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上 

離れていること。 

 ２ 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比

し、著しく過大でないこと。 

 ３ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 

 ４ 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は

漏れるおそれがないものであること。 

 ５ 凍結、破壊、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

 ６ 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。 

 ７ 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装

置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

 

 

 給水装置は、水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染さ 

れ、又は漏水のおそれがないよう設計及び施工をしなければなりません。 

 

（２補足） 

水の使用量に対して著しく過大な口径は、給水管内の水の停滞による水質の悪化を招 

くおそれがあり、付近の各戸給水にも影響を及ぼすことも考えられるため、口径の選定

には十分に注意してください。 

 

（３補足） 

 給水装置にポンプを直結して使用すると、配水管内の水圧が低下し、他の需要者への

給水に重大な支障をきたすとともに、水道水の汚染など維持管理にも悪影響を及ぼすこ

とになるため、ポンプとの直結は行わないでください。 

 

（６補足） 

 水道の給水管と水道水以外の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良等によ

り井戸水や山水などが水道本管（配水管）へ逆流するおそれがあるので、水道法で禁止

されています。 
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２ 工事の申込み 

 住宅の新築、建替、解体などで、水道施設の新設、改造、撤去をする場合、またはメ

ーターを移設する場合は、町への申込みが必要です。必ず、紀宝町指定給水装置工事事

業者に委任してください。 

 委任を受けた紀宝町指定給水装置工事事業者は、工事をする前に役場環境衛生課に申

込書を提出し、工事の設計審査を受け承認を得てください。 

 

紀宝町水道事業給水条例（抜粋） 

（給水装置の新設等の申込み） 

第５条 給水装置を新設、改造、修繕（水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条

の２第３項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。）

又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者

に申し込み、その承認を受けなければならない。 

 

（過料） 

第４５条 次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処する。 

（１） 第５条の承認を受けないで給水装置工事をした者 

 

 なお、申込者から委任を受けた紀宝町指定給水装置工事事業者は、申込者の立場に立

って誠実に業務を行い、現地の状況や土地などの権利について責任を持って調査をした

うえで、工事の設計をしてください。 

 

紀宝町水道事業指定給水装置工事事業者規程（抜粋） 

（業務処理の原則） 

第３条 指定工事事業者は、水道法、水道法施行令、水道法施行規則、紀宝町水道事業

給水条例、紀宝町水道事業給水条例施行規程及びこの規程並びにこれらの規程

に基づく管理者の指示を厳守し、誠実にその業務を行わなければならない。 

 

 

紀宝町水道事業給水条例（抜粋） 

（給水装置工事の費用負担） 

第８条 給水装置の新設、改造、修繕、移設又は撤去に要する費用は、当該給水装置を

新設、改造、修繕、移設又は撤去する者の負担とする。 

 

 給水装置工事に要する費用は、町が貸与するメーターを除き、当該申込者の負担とな 

ります。したがって、給水装置（メーターを除く）は当該申込者の所有物となり、その 
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維持管理も原則として、当該申込者の責任と負担で行うものです。 

 このため、給水装置に異常が生じた場合、または故障した場合は、当該申込者が紀宝 

町指定給水装置工事事業者に修理を依頼し、費用を負担する必要があります。 

※配水本管分岐部からメーターまでの自然漏水は、原則町負担で修繕を行います。 

 

紀宝町水道事業給水条例（抜粋） 

（メーターの貸与） 

第２０条  

メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有 

者に保管させる。 

２ 前項の水道使用者等は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。 

３ 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損し 

た場合は、その損害額を弁償しなければならない。 

 

水道メーターは町が貸与しますが、当該申込者がその管理義務を負うことになりま 

す。この管理義務を怠りメーターを紛失または破損した場合は弁償しなければなりま

せん。 

 また、水道メーターの周辺に障害物を置かれますと、検針や取替えができません。

水道メーターの上には、車や荷物等を置かないようにしてください。 

 

３ 申込みの時期 

 工事着手前に必ず申込書を提出してください。設計審査期間は工事の内容により異

なりますが、書類の確認、書類不備による訂正等が必要な場合がありますので、余裕

を持って提出してください。 

 なお、申込をしないで工事を行った場合、工事着手後に申込みをした場合などは、

罰則（過料）を科す場合がありますので、ご承知おきください。 

 

４ 申込手数料の支払い 

 町へ申込書を提出する際に、申込手数料として１,５００円をお支払いください。 
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５ 道路等の占用許可 

 道路等の掘削が必要な場合は、管理者の許可が必要となります。管理者によって申

請をしてから許可がされるまでの期間が異なりますので、工事の予定時期に間に合う

よう余裕を持って申込みをしてください。 

 また、道路工事を行うにあたっては、あらかじめ警察署での道路使用許可を得て、

附近住民及び地元自治会等への周知、工事看板（予告）の設置、埋設物の確認等を行

い、事故等のないよう細心の注意を払ってください。 

※河川の占用許可についても管理者の許可が必要となりますので、別途協議してくだ

さい。 

 

６ 提出書類 

 給水装置の新設、改造、撤去を行う場合は、下記の書類を提出してください。 

 

＜着工前の提出書類＞ 

  ◇給水装置工事申込書（様式第１号） 

   【添付書類】位置図 

  ◇給水装置所有者分岐同意書（様式第２号）【必要な場合】 

  ◇土地家屋使用承諾書（様式第３号）【必要な場合】 

  ◇誓約書（様式第４号）【必要な場合】 

  ◇給水装置工事設計審査申請書（様式第７号） 

   【添付書類】配置図、施工図面等 

  ◇給水装置工事使用材料表（様式第８号） 

  ◇道路使用許可書 

 設計審査終了後、町より給水装置工事許可書（様式第９号）及びメーター（新設の

場合）をお渡しします。 

  

＜許可書受領後の提出書類＞ 

 ◇給水装置工事着工届（様式第１０号） 

 ◇水道使用開始届（様式第１２号）【新設の場合】 

 

＜竣工後の提出書類＞ 

 ◇給水装置工事竣工検査申請書（様式第１１号） 

  【添付書類】竣工図面、工事写真等 
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７ 申込書等の記入要領 

◇給水装置工事申込書

 

 

⑩ 

⑨ 

⑧ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ 
② 
① 
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① 給水装置設置場所の住所を記入してください。 

② 工事種別の新設、改造、修繕のいずれかに〇をしてください。 

【注意事項】２次側のみの改造の場合も申込みが必要です。 

      必ず工事を行う前に申込書を提出して設計審査を受けてください。 

③ 設置するメーターの口径を記入してください。（新設の場合のみ） 

④ 用途のいずれかに〇をしてください。 

⑤ 給水装置の使用者の氏名、フリガナを記入してください。 

⑥ 給水装置工事の申込者の住所、氏名、フリガナを記入し押印してください。 

⑦ 家屋所有者の住所、氏名、フリガナを記入し押印してください。 

【注意事項】使用者、申込者と家屋所有者が違う場合は、土地家屋使用承諾書を併 

せて提出してください。 

⑪ 
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⑧ 土地所有者の住所、氏名、フリガナを記入し押印してください。 

【注意事項】使用者、申込者と土地所有者が違う場合は、土地家屋使用承諾書を併 

せて提出してください。（自己所有地のほかに自己所有地以外の土地を使

用する場合でも提出が必要です。） 

⑨ 施工する指定給水装置工事事業者の住所、事業者名、氏名を記入し押印してくださ

い。 

⑩ 委任状欄の受任者及び委任者の氏名を記入し押印してください。 

⑪ 給水装置設置場所の位置図を添付してください。 

 

◇給水装置工事設計審査申請書 

 
 

⑫ 施工する指定給水装置工事事業者の住所、事業者名、氏名を記入し押印してくださ

い。 

⑬ 主任技術者の氏名を記入し押印してください。 

 

⑬ 

⑫ 
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◇給水装置工事使用材料表 

 

 

⑭ 使用する材料の品名、メーカー名、規格番号、口径、数量を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

⑭ 



12 

 

◇給水装置工事着工届 

 

 

⑮ 町から受領した給水装置工事許可書に記載された日付と文書番号を記入し、着工日

の日付を記入してください。 

⑯ 施工する指定給水装置工事事業者の住所、事業者名、氏名を記入し押印してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯ 

⑮ 
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◇水道使用開始届 

 

⑰ 給水装置場所の住所を記入してください。 

⑱ 種栓の専用栓か共用栓のいずれかに〇をしてください。 

⑲ 用途の家事用、営業用、その他のいずれかに〇をしてください。その他の場合は別

途用途を記入してください。 

⑳ 給水装置使用者の住所、氏名を記入してください。 

㉑ 給水装置所有者の住所、氏名を記入してください。 

※施工中に限り、建築業者や水道業者が水道料金を支払う場合は、水道使用開始届を町

へ提出する際に納付書の送付先等を報告してください。 

㉑ 

⑳ 

⑲ 

⑱ 

⑰ 
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◇給水装置工事竣工検査申請書 

 

 

㉒ 施工した指定給水装置工事事業者の住所、事業者名、氏名を記入し押印してくださ 

い。 

 

  

㉒ 
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◇各種承諾書等【必要な場合】 

  

◆給水装置所有者分岐同意書 

 

 

  他人の給水管等から分岐して給水装置を設置する場合は、給水管等の所有者から上

記の書類により同意を得てください。 

  なお、分岐により、同時使用すれば水圧低下が発生する可能性があることを十分に

説明してください。 

 

㉓ 給水装置の場所を記入してください。 

㉔ 給水装置の所有者（既設給水管等の所有者）に氏名の記入と押印をいただいてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

㉓ 

㉔ 
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 ◆土地家屋使用承諾書 

 

 

 

  私道を掘削して給水管等を設置する場合や、他人の土地や家屋を使用して給水管等

を設置する場合、上記の書類により土地家屋所有者の承諾を得てください。 

 

㉕ 使用する土地家屋の住所を記入してください。 

㉖ 土地家屋所有者に住所、氏名の記入と押印をいただいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉕ 

㉖ 
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  ◆誓約書 

 

 

  土地家屋使用承諾書の提出ができない場合は、上記の誓約書を提出してください。 

 

 ㉗ 給水装置工事申込者に氏名と住所の記入と押印をいただいてください。 

 ㉘ 給水装置工事場所の住所を記入してください。 

 

  

㉗ 

㉘ 
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８ 図面作成の留意点 

 

  図面は給水装置計画の技術的表現であり、工事の施工の際の基礎であるとともに、

給水装置の適切な維持管理のための必須の資料であるので、明確かつ容易に理解でき

るものとしてください。 

  図面は、給水する家屋等への給水管の布設状況等を図示するものであり、維持管理

の技術的な基礎的資料として使用するものです。 

 

 ◇平面図は、道路幅員、側溝等の構造物、配水本管の位置・管種・管径、給水管の

位置・管種・管径、メーターから道路境界及び隣地境界までの距離を的確に図示

してください。 

 

 ◇断面図は、道路幅員、側溝等の構造物、配水本管の位置・深さ・管種・管径、給水

管の深さ・管種・管径、給水管の占用延長、メーターから道路境界までの距離を的

確に図示してください。 
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